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「気象庁 機動調査班」の創設について 

 

 

気象庁では、自然災害が発生した場合、被災地域周辺の状況把握や、現象の解説の

ための職員派遣を実施しており、地域の住民等への安心感の醸成等のため、被災地等

における迅速な活動及びその成果の周知・広報が重要であると認識しているところで

す。 

これらの気象庁の活動には、地域の住民や関係者の理解及び協力が不可欠であるこ

とから、気象庁としての職員派遣に対する地域の住民や関係者のより一層の認知と理

解を得るため、災害発生時等における現地調査等の職員派遣については、統一的に｢気

象庁 機動調査班」の名称を用いて、下記の通り実施することとしましたので、お知ら

せいたします。 

 

記 

 

1.  名称 

｢気象庁 機動調査班｣ 

英名 「ＪＭＡ Mobile Observation Team ：ＪＭＡ－ＭＯＴ」 

 

2. 統一名称の下に行う主な活動 

 別紙の通り 

 

3.  発足日 

平成20年10月17日（金） 

 

4. 補足事項 

・派遣された職員は、「気象庁 機動調査班」と背中に記したメッシュベストを着用す

る。 

・「気象庁 機動調査班」を派遣する場合には、当該気象官署は地元自治体と調整する

と共に、派遣決定後速やかに報道にも周知する。 

・当該気象官署は、調査結果について、迅速に地元自治体に報告すると共に、報道に

も公表する。 

以上 

 

 

 
本件に関する問い合わせ先 

 

気象庁総務部企画課 

電話：03-3212-8341（内線 2225）



別紙 

 

 

 

 

 

気象庁の災害時の主な調査・解説活動について 
 

調査活動の事象 出動の基準 活動内容 

竜巻等突風 

竜巻やダウンバーストな

どの突風の発生を示唆す

る情報を得た場合 

現象の詳細を調査するため、状況に応じて現地に

赴いて被害の状況や当時の状況の聞き取り調査を

行う。 

地震、津波 
地震又は津波による顕著

な被害があった場合 

・気象庁震度階級関連解説表が実状に即している

かの確認及び改善、又は津波予測の精度確認及

び改善のために、速やかに収集しなければ得られ

ない情報や、地震・津波に関する情報を的確に発

表するため、速やかな震度観測点や検潮所などの

観測施設の被害状況に関する情報等を収集。 

・当該地震に係る余震活動等の状況を把握するた

め、必要な測器その他の機器を設置し、機動観測

を実施。 

火山 

火山の噴火その他の顕

著な火山現象が発生、ま

たは発生するおそれがあ

る場合 

・ 緊急に当該火山観測体制を強化して火山現象を

観測するため、必要な測器その他の機器を設置し、

機動観測を実施。 

・ 適時適確な噴火予報及び噴火警報を行う上で重

要となる噴出量やマグマの活動状況を推定する手

がかり、又は降灰予報の精度向上に不可欠な降灰

の状況等の調査を実施。 

高潮 
高潮により重大な被害が

生じた場合、 
実態解明に必要な調査を行う。 

高波 
高波により重大な被害が

生じた場合、 
実態解明に必要な調査を行う。 

解説活動の事象 出動の基準 活動内容 

気象 

自然災害や原子力事故

時に、現地自治体に災害

対策本部などが設置され

た場合 

気象の現状と今後の見通しについて災害対策本部

などで解説する。 

地震 

地震災害時に、現地自治

体に災害対策本部などが

設置された場合 

当該地震に係る余震活動等の状況や今後の見通し

について災害対策本部などで解説する。 

火山 

火山噴火災害時に、現地

自治体に災害対策本部

などが設置された場合 

 

当該火山の状況と今後の見通しについて災害対策

本部などで解説する。 


